
東京都障害者グループホーム説明会
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令和3年度報酬改定に伴い義務化されたGHでの取組み

虐待防止・権利擁護の取組み
• 虐待防止委員会の設置・開催
と検討内容の従業者周知

• 虐待防止等責任者の設置
• 従業者への研修の実施

身体拘束の適正化の取組み
• 身体拘束を行う場合、その態様、時間、状況、理由等の記録
• 対策検討委員会の年１回以上の開催・検討結果の従業者への周知
• 身体拘束の適正化に関する指針の整備
• 従業者への研修の年１回以上の実施

「業務継続計画」の策定その他の取組み
• （ア）感染症に係る業務継続計画及び（イ）災害に係る業務継続計画の策定
• 当該計画に従って、職員の研修及び訓練（シュミレーション）の年１回以上の実施

（a）平時からの備え・対応（ライフライン途絶時の対策・必要品の備蓄）
（b）緊急体制を発動させる基準や初動対応
（c）関係機関や地域との連携・情報共有等

業務継続
計画の内容

感染症の発生及びまん延の防止等の取組み
• 感染症の発生及びまん延の防止等の委員会の設置・開催と検討内容の周知
• 感染症の発生及びまん延の防止等に関する指針の整備
• 従業者への研修の実施 年２回以上
• 訓練（シュミレーション）の実施

■令和４年度から義務化

■令和６年度から本格義務化 （経過措置３年）

※不適切な場合、身体拘束廃止未実施減算あり
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